
寒 川 町 介 護 保 険 条 例 施 行 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(減 免 の 割 合 ) (減 免 の 割 合 ) 

第 5条  条 例 第 14条 第 1項 の 規 定 に よ る 保

険 料 の 減 免 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分  

  に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 割 合 に よ

り 行 う も の と す る 。  

第 5条  条 例 第 14条 第 1項 の 規 定 に よ る 保

険 料 の 減 免 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の

区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 割 合 に よ

り 行 う も の と す る 。  

(1) 条 例 第 13条 第 1項 第 1号 に 該 当 す る

場 合  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 区 分  

           に 応 じ 、そ れ

ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 割 合  

(1) 条 例 第 13条 第 1項 第 1号 に 該 当 す る

場 合  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 住 宅 、家

財 等 の 損 害 の 程 度 の 区 分 に 応 じ 、そ れ

ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 割 合  

区 分  割 合  

条 例 第 13条 第 1項

第 1号 に 規 定 す る

損 害 の 程 度  

生 計 中 心 者 の 前

年 の 合 計 所 得 金

額  

3 0％ 以 上 5 0％ 未

満  

300万 円 以 下  50％

300万 円 を 超 え 45

0万 円 以 下  

25％

450万 円 を 超 え 60

0万 円 以 下  

12.5％

50％ 以 上  300万 円 以 下  100％

300万 円 を 超 え 45

0万 円 以 下  

50％

450万 円 を 超 え 60

0万 円 以 下  

25％

備 考  こ の 表 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次

の と お り と す る 。  

( 1 )  損 害 の 程 度  官 公 署 の 長 が 発 行 す

る 証 明 書 等 に お け る 損 害 の 程 度 を い う 。

(2)  生 計 中 心 者  第 1号 被 保 険 者 の 属 す

る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 を

い う 。  

 

住 宅 、 家 財 等 の 損 害 の 程 度  割 合  

全 壊  100％

半 壊 、 大 規 模 半 壊 及 び 床 上 浸 水  50％

備 考  こ の 表 に お け る 損 害 の 程 度 と は 、

官 公 署 の 長 が 発 行 す る 証 明 書 等 に お け

る 損 害 の 程 度 を い う 。  

 

(2) (略 ) (2) (略 ) 

(加 え る ) 2 減 免 の 対 象 と な る 保 険 料 は 、次 の 各 号

に 掲 げ る 者 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定

め る 保 険 料 と す る 。た だ し 、当 該 保 険 料

の う ち 既 に 納 付 さ れ て い る も の は 、減 免

の 対 象 と し な い 。  

 (1) 条 例 第 13条 第 1項 第 1号 に 該 当 す る

者  当 該 災 害 に よ る 損 害 が 生 じ た 日



以 後 の 納 期 に 係 る 保 険 料  

 ( 2 )  条 例 第 13条 第 1項 第 2号 か ら 第 5号

ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者  当 該

減 免 の 申 請 が あ っ た 日 以 後 の 納 期 に

係 る 保 険 料  

(加 え る ) 3 保 険 料 を 減 免 す る 場 合 に お い て 、当 該

減 免 後 の 保 険 料 の 額 に 10円 未 満 の 端 数

が あ る と き は 、そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て

る も の と す る 。  

(減 免 期 間 ) (減 免 期 間 ) 

第 6条  保 険 料 の 減 免 の 期 間 は 、同 一 年 度

内 と す る 。 た だ し 、 前 条 第 1号   の 減

免 に 係 る 期 間 に つ い て は 、50％ 以 上 の 減

免 に あ っ て は 12期 分 、50％ 未 満 の 減 免 に

あ っ て は 6期 分                       

                       を 限 度 と し て

年 度 を 超 え て 減 免 す る こ と が で き る 。  

第 6条  保 険 料 の 減 免 の 期 間 は 、同 一 年 度

内 と す る 。た だ し 、前 条 第 1項 第 1号 の 減

免 に 係 る 期 間 に つ い て は 、普 通 徴 収 の 方

法 に よ っ て 徴 収 す る 保 険 料 に つ い て は 1

0期 分 、 特 別 徴 収 の 方 法 に よ っ て 徴 収 す

る 保 険 料 に つ い て は 6期 分 を 限 度 と し て

年 度 を 超 え て 減 免 す る こ と が で き る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 
附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 30年 4月 1日 か ら 施 行  

す る 。  

 


